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市第 118 号議案  

   横浜市地区計画の区域内における建築物等の制限に関す 

   る条例の一部改正 

 横浜市地区計画の区域内における建築物等の制限に関する条例の

一部を改正する条例を次のように定める。 

   令和８年２月10日提出 

                 横浜市長 山 中 竹 春  

横浜市条例（番号） 

   横浜市地区計画の区域内における建築物等の制限に関す   

   る条例の一部を改正する条例 

 横浜市地区計画の区域内における建築物等の制限に関する条例（

平成３年12月横浜市条例第57号）の一部を次のように改正する。 

第24条第１項中「この章」の次に「及び同表」を加える。 

 別表第１に次のように加える。 

藤が丘駅前地区地区整備計 

画区域    

 都市計画法第20条第１項の規定により告示された横浜国際 

港都建設計画藤が丘駅前地区地区計画において地区整備計画 

が定められている区域   

    

別表第２に次のように加える。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Ａ  地  区 

 次に掲げる建築物以外のもの     

１ 学校、図書館その他これらに類するもの  

２ 老人ホーム、保育所、福祉ホームその他これらに類す 

 るもの      

３ 診療所  

４ 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する令第13 

 0条の４に規定する公益上必要なもの   

５ 事務所  

６ 店舗、飲食店その他これらに類するもの  

７ 病院   
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 別表第３に次のように加える。 

 

 

 

 

 

藤が丘駅前地

区地区整備計

画区域    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

８ 老人福祉センター、児童厚生施設その他これらに類す 

 るもの   

９ 自動車車庫又は自転車駐車場 

10 倉庫業を営まない倉庫 

11 展示場又は集会場の用途に供するもので、これらの用 

 途に供する部分の床面積の合計が3,000平方メートル以 

 内のもの     

12 前各号の建築物に附属するもの   

 

 

 

 

 

Ｂ  地  区 

１ 住宅                       

２ 共同住宅、寄宿舎又は下宿  

３ 神社、寺院、教会その他これらに類するもの   

４ 工場（店舗、飲食店その他これらに類する用途に供す 

 る建築物に附属するものを除く。）     

５ 自動車教習所  

６ 畜舎（店舗に附属するものを除く。）        

７ マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売 

 所、場外車券売場その他これらに類するもの    

８ カラオケボックスその他これに類するもの    

９ 倉庫業を営む倉庫   

 

 

 
 

Ｃ  地  区 

１ １階を住居の用に供するもの（１階の住居の用に供す 

 る部分が廊下、広間、階段、エレベーターその他これら 

 に類するもののみであるものを除く。）   

２ 神社、寺院、教会その他これらに類するもの   

３ 自動車教習所  

４ 畜舎（店舗に附属するものを除く。）   

５ マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売 

 所、場外車券売場その他これらに類するもの 

 

Ａ  地  区 10分の39   

 

 

 

 

 
 

 

１ 10分の30    

２ 前号の規定にかかわらず、建築物の１階部分のうち次 

あに掲げる用途（以下この項において「誘導用途」という 

あ。）に供する部分の床面積の合計の１階部分の床面積全 

あ体に対する割合が２分の１以上である建築物に対する同 

あ号の規定の適用については、同号中「10分の30」とある 
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市第118号 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｃ  地  区 

 

あのは、「10分の32」とする。  

 (1) 学校、図書館その他これらに類するもの      

 (2) 老人ホーム、保育所、福祉ホームその他これらに類 

  するもの（入院、入所又は入居する者が使用する居室 

  を有するものを除く。）              

 (3) 診療所 

 (4) 事務所 

 (5) 店舗、飲食店その他これらに類するもの 

 (6) 老人福祉センター、児童厚生施設その他これらに類 

  するもの    

 (7) 劇場、映画館、演芸場又は観覧場    

 (8) 美術品又は工芸品を製作するためのアトリエ又は工 

  房 

 

藤が丘駅前地

区地区整備計

画区域    

Ｄ １ 地  区 

Ｄ ２ 地  区 

１ 10分の30 

２ 前号の規定にかかわらず、次の(1)から(4)までに掲げる 

１区分に該当する建築物に対する同号の規定の適用につい 

あては、同号中「10分の30」とあるのは、「次号(1)から(4)  

あまでに掲げる区分に応じ、それぞれ同号(1)から(4)までに 

あ定める数値（同号(1)から(4)までに掲げる区分の２以上に 

あ該当する建築物にあっては、当該該当する区分に応じて 

あそれぞれに定める数値を合計した数値）に10分の30を加 

あえたもの」とする。        

 (1) 建築物の１階部分のうち誘導用途に供する部分の床 

  面積の合計の１階部分の床面積全体の合計に対する割 

  合が２分の１以上であるもの 10分の２ a  

 (2) 建築物の地盤面からの高さが３メートル以下の部分 

  における外壁又はこれに代わる柱の面を道路境界線よ 

  り１メートル以上後退し、かつ、道路に接して幅員１ 

  メートル以上の道路と一体的に利用できる公開された  

  空地を整備するもの 10分の１       

 (3) 建築物の敷地面積が500平方メートル以上であるも 

  の 10分の１  

 (4) 建築物の緑化率を100分の7.5以上で整備するもの  

  10分の１    

  

１ 10分の25 

２ 前号の規定にかかわらず、次の(1)から(4)までに掲げる 

１区分に該当する建築物に対する同号の規定の適用につい 

あては、同号中「10分の25」とあるのは、「次号(1)から(4) 
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市第 118 号 

 
 

 別表第４に次のように加える。 

 

Ｄ ３ 地  区 

 

 

 

 

あまでに掲げる区分に応じ、それぞれ同号(1)から(4)までに 

あ定める数値（同号(1)から(4)までに掲げる区分の２以上に 

あ該当する建築物にあっては、当該該当する区分に応じて 

あそれぞれに定める数値を合計した数値）に10分の25を加 

あえたもの」とする。  

 (1) 建築物の１階部分のうち誘導用途に供する部分の床 

  面積の合計の１階部分の床面積全体に対する割合が２ 

  分の１以上であるもの 10分の２  

 (2) 建築物の地盤面からの高さが３メートル以下の部分 

  における外壁又はこれに代わる柱の面を道路境界線よ 

  り１メートル以上後退し、かつ、道路に接して幅員１ 

  メートル以上の道路と一体的に利用できる公開された  

  空地を整備するもの 10分の１       

 (3) 建築物の敷地面積が500平方メートル以上であるも 

  の 10分の１  

 (4) 建築物の緑化率を100分の15以上で整備するもの 1 

  0分の１     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

藤が丘駅前地 

区地区整備計 

画区域 

Ａ  地  区 

１ 病院の用途に供する部 

１分の容積率の最低限度は１

１、10分の18とする。   

２ 次に掲げる用途に供す 

１る部分を合計した床面積 

あに相当する建築物の部分 

あの容積率の最低限度は、 

１100分の５とする。    

 (1) 学校、図書館その他 

１１これらに類するもの  

 (2) 郵便法（昭和22年法 

１１律第165号）の規定によ 

１１り行う郵便の業務及び 

１１簡易郵便局法（昭和24 

１１年法律第213号）第２  

１１条に規定する郵便窓口 

１１業務を行うための施設 

 (3) 事務所       

 次のいずれかに該当する 

建築物       

１ 公衆便所、巡査派出所 

 その他これらに類する公 

 益上必要なもの     

２ 都市公園法第２条第１ 

 項に規定する都市公園に 

 建築するもの      
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別表第５に次のように加える。 
 

 
 

 別表第６に次のように加える。 

 

 (4) 店舗、飲食店その他 

１１これらに類するもの  

 (5) 展示場又は集会場  

 

Ｃ  地  区 10分の10  

 公衆便所、巡査派出所そ 

の他これらに類する公益上 

必要な建築物     

 

 

Ｄ １ 地  区 

Ｄ ２ 地  区 

Ｄ ３ 地  区 

10分の10  

 次のいずれかに該当する 

建築物   

１ 公衆便所、巡査派出所 

 その他これらに類する公 

 益上必要なもの     

２ 敷地面積が500平方メ  

 ートル未満のもの    

 

藤が丘駅前地 

区地区整備計 

画区域    

Ｃ  地  区 

10分の６（法第53条第３項第１号又は第２号のいずれかに 

該当するものにあっては10分の７、同項第１号及び第２号 

に該当するもの又は同条第６項第１号に該当するものにあ 

っては10分の８）  

Ｄ １ 地  区 

Ｄ ２ 地  区 

10分の８（法第53条第３項第１号又は第２号のいずれかに 

該当するものにあっては10分の９、同項第１号及び第２号 

に該当するもの又は同条第６項第１号に該当するものにあ 

っては10分の10）  

Ｄ ３ 地  区 

10分の６（法第53条第３項第１号又は第２号のいずれかに 

該当するものにあっては10分の７、同項第１号及び第２号 

に該当するもの又は同条第６項第１号に該当するものにあ 

っては10分の８）  

  

 次のいずれかに該当する 

土地  

１ 公衆便所、巡査派出所 

 その他これらに類する公 

 益上必要な建築物の敷地 
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市第 118 号 

   
 

 別表第７に次のように加える。 

藤が丘駅前地 

区地区整備計 

画区域     
 

Ａ  地  区  建築物の外壁又はこれに 

代わる柱の面は、計画図に 

示す壁面の位置の制限を超 

えて建築してはならない。 

 公衆便所、巡査派出所そ 

の他これらに類する公益上 

必要な建築物又は建築物の 

部分  

Ｃ  地  区 

Ｄ ２ 地  区 

Ｄ ３ 地  区 

  a  ―     

    
 

 別表第８に次のように加える。 

藤が丘駅前地 

区地区整備計 

画区域 

 

 

 

 

 

Ａ  地  区 5,000平方メートル  

 

 

 

 

 として使用するもの   

２ 都市公園法第２条第１ 

１項に規定する都市公園に 

１建築する建築物の敷地と 

１して使用するもの    

Ｃ  地  区 3,000平方メートル  

 公衆便所、巡査派出所そ 

の他これらに類する公益上 

必要な建築物の敷地として 

使用する土地 

 

Ａ  地  区 

１ 60メートル   

２ 建築物の各部分から真 

aa北方向にある横浜国際港 

aa都建設計画藤が丘駅前地 

aa区地区計画の区域の境界 

aa線の北側が第一種低層住 

aa居専用地域である場合に 

aaあっては、当該建築物の 

aa各部分から当該境界線ま 

aaでの真北方向の水平距離 

aaに0.6を乗じて得たもの  

aaに５メートルを加えた数 

1値   

３ 建築物の各部分から真aa 

aa北方向にある横浜国際港a 
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 別表第９に次のように加える。 

   
 

 別表第12に次のように加える。 

藤が丘駅前地 

区地区整備計 

画区域    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

aa都建設計画藤が丘駅前地 

aa区地区計画の区域の境界 

aa線の北側が第一種住居地 

aa域又は準住居地域である 

aa場合にあっては、当該建 

aa築物の各部分から当該境 

aa界線までの真北方向の水 

aa平距離に0.6を乗じて得  

aaたものに7.5メートルを  

aa加えた数値 

  a  ―      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｃ  地  区 

１ 31メートル   

２ 建築物の各部分から真 

aa北方向にある横浜国際港 

aa都建設計画藤が丘駅前地 

aa区地区計画の区域の境界 

aa線の北側が準住居地域で 

aaある場合にあっては、当 

aa該建築物の各部分から当 

aa該境界線までの真北方向 

aaの水平距離に0.6を乗じ  

aaて得たものに7.5メート  

aaルを加えた数値   

藤が丘駅前地 

区地区整備計 

画区域    
 

Ｃ  地  区 1,000平方メートル  

 公衆便所、巡査派出所そ 

の他これらに類する公益上 

必要な建築物     

Ｄ １ 地  区 

Ｄ ２ 地  区 

Ｄ ３ 地  区 

200平方メートル 

 次のいずれかに該当する 

建築物    

１ 公衆便所、巡査派出所 

 その他これらに類する公 

 益上必要なもの     

２ 敷地面積が500平方メ  

 ートル未満のもの    
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市第 118 号 

別表第13に次のように加える。 

藤が丘駅前地 

区地区整備計 

画区域  

Ａ  地  区 100分の20 

Ｃ  地  区 100分の7.5 

Ｄ １ 地  区 

Ｄ ２ 地  区 

１別表第３藤が丘駅前地区 

 Aa  Ｄ１ 
地区整備計画区域の項 

Aq  Ｄ２ 

地区 
  の部(う)欄第２号(4)に該 
地区 

当する建築物は、100分の7 

.5  

Ｄ ３ 地  区 

１別表第３藤が丘駅前地区 

地区整備計画区域の項Ｄ３ 

地区の部(う)欄第２号(4)に該 

当する建築物は、100分の1 

5   

Ａ  地  区 

１ 建築物の屋上に設置す 

る建築設備等（太陽光発 

電設備及び太陽熱利用設 

備を除く。）は、建築物 

と調和した遮蔽物で囲む 

など乱雑な外観とならな 

いものとする。  

２ 駐車場又は駐輪場は、 

１建築物と調和した遮蔽物 

１又は植栽で囲むなど乱雑 

１な外観とならないものと 

１する。  

１ 建築物の屋根及び外壁  

等は、周辺の環境と調和  

し、落ち着きのある雰囲  

気のデザイン、色彩、素  

材のものとする。   

２ 路線バスの停留所の上 

 屋は、屋根を曲線形状と 
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Ｂ  地  区 あするなど柔らかな印象と 

あし、横浜国際港都建設計 

あ画藤が丘駅前地区地区計あ

あ画の地区整備計画のＡ地 

あ区（以下この項において 

あ「Ａ地区」という。）及 

あびＣ地区と一体的な景観 

 の形成に配慮したものと 

１する。       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

藤が丘駅前地 

区地区整備計 

画区域    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｃ  地  区 

１ 建築物等は、駅周辺の 

１街並みや景観に調和する 

１よう配慮したものとする 

１。     

２ 建築物は、中層部と低 

 層部に分節したデザイン 

 とするなど、周辺への圧 

 迫感の軽減及びＡ地区と 

１一体的な景観の形成に配 

１慮したものとする。   

３ 建築物の低層部の壁面 

 の部分は、Ａ地区、横浜 

あ国際港都建設計画藤が丘 

あ駅前地区地区計画の地区 

１整備計画のＢ地区（以下 

あこの項において「Ｂ地区 

あ」という。）及び地区内 

あの緑と調和した色相とし 

あ、温かみを感じさせる色 

あ彩や素材を採用したもの 

あとする。    

４ 建築物の低層部のひさ 

あし等は、曲線形状とする 

あなど柔らかな印象とし、 

あＡ地区及びＢ地区と一体 

あ的な景観の形成に配慮し 

あたものとする。  

５ 建築物の中層部は、Ａ 

あ地区と意匠や色彩を調和 

      ―  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

87



市第 118 号 

 
 

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 

 

   提 案 理 由 

 藤が丘駅前地区地区整備計画区域内における建築物の敷地等に関

する制限を定める等のため、横浜市地区計画の区域内における建築

物等の制限に関する条例の一部を改正したいので提案する。 

 

  

あさせるなど、Ａ地区と一あ

あ体的な景観の形成に配慮 

あしたものとする。 

６ 計画図に示す広場３及 

１び歩道状緑化空地に面す 

１る建築物の低層部のうち 

あ、生活利便施設等を導入 

あすることによりにぎわい 

あを創出する部分は、ガラ 

１ス等の透過性のある素材 

１を用いるなど、建築物内 

１部の活動やにぎわいが感 

１じられるものとする。１ 

７ 建築物の屋上に設置す 

 る建築設備等（太陽光発 

 電設備及び太陽熱利用設 

 備を除く。）は、建築物 

 と調和した遮蔽物で囲む 

 など乱雑な外観とならな 

 いものとする。     

８ 駐車場又は駐輪場は、 

１建築物と調和した遮蔽物 

１や植栽で囲むなど乱雑な 

１外観とならないものとす 

１る。       
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 参  考  

   横 浜 市 地 区 計 画 の 区 域 内 に お け る 建 築 物 等 の 制 限 に 関 す 

   る 条 例 （ 抜 粋 ） 

                     上 段  改 正 案     
                    (下 段  現  行)   
 
                  （ 太 線 部 分 が 改 正 案 ）  
 

 （ 建 築 物 等 の 形 態 意 匠 の 制 限 ） 

第 24 条  別 表 第 13 (あ) 欄 に 掲 げ る 区 域 （ 当 該 区 域 に 係 る 地 区 整 備 計 画 

に お い て 、 当 該 区 域 を ２ 以 上 の 地 区 に 区 分 し て い る 場 合 に あ っ て

は 、 同 表(い) 欄 に 掲 げ る 地 区 。 以 下 同 じ 。） 内 の 建 築 物 又 は 工 作 物 

       及 び 同 表   
（ 以 下 こ の 章     に お い て 「 建 築 物 等 」 と い う 。） の 形 態 意 

 

匠 は 、 そ れ ぞ れ 同 表(う) 欄 に 掲 げ る 制 限 以 外 の 当 該 区 域 又 は 地 区 に

係 る 地 区 計 画 に お い て 定 め ら れ た 建 築 物 等 の 形 態 意 匠 の 制 限 に 適

合 す る も の で な け れ ば な ら な い 。 

   （ 第 ２ 項 省 略 ） 

別 表 第 １  適 用 区 域 （ 第 ３ 条 ） 

  名   称       区           域     

                （省       略）                

藤が丘駅前地区地区整備計 

画区域    

 都市計画法第20条第１項の規定により告示された横浜国際 

港都建設計画藤が丘駅前地区地区計画において地区整備計画 

が定められている区域   
    
別 表 第 ２  建 築 物 の 用 途 の 制 限 （ 第 ５ 条 ） 

   (あ)       (い)                 (う)             

  区  域    地  区          建築してはならない建築物        

                （省       略）                

  

 次に掲げる建築物以外のもの     

１ 学校、図書館その他これらに類するもの  

２ 老人ホーム、保育所、福祉ホームその他これらに類す 

89



市第 118 号 

藤が丘駅前地

区地区整備計

画区域  

Ａ  地  区 

 るもの 

３ 診療所 

４ 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する令第13 

0条の４に規定する公益上必要なもの 

５ 事務所 

６ 店舗、飲食店その他これらに類するもの 

７ 病院 

８ 老人福祉センター、児童厚生施設その他これらに類す 

るもの 

９ 自動車車庫又は自転車駐車場 

10 倉庫業を営まない倉庫 

11 展示場又は集会場の用途に供するもので、これらの用 

途に供する部分の床面積の合計が3,000平方メートル以 

内のもの  

12 前各号の建築物に附属するもの 

Ｂ  地  区 

１ 住宅 

２ 共同住宅、寄宿舎又は下宿 

３ 神社、寺院、教会その他これらに類するもの 

４ 工場（店舗、飲食店その他これらに類する用途に供す 

る建築物に附属するものを除く。）  

５ 自動車教習所 

６ 畜舎（店舗に附属するものを除く。） 

７ マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売

所、場外車券売場その他これらに類するもの 

８ カラオケボックスその他これに類するもの

９ 倉庫業を営む倉庫 

Ｃ  地  区 

１ １階を住居の用に供するもの（１階の住居の用に供す 

る部分が廊下、広間、階段、エレベーターその他これら 

に類するもののみであるものを除く。）  

２ 神社、寺院、教会その他これらに類するもの 

３ 自動車教習所 

４ 畜舎（店舗に附属するものを除く。） 

５ マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売

所、場外車券売場その他これらに類するもの 

（ 備 考 省 略 ）

別 表 第 ３ 建 築 物 の 容 積 率 の 最 高 限 度 （ 第 ６ 条 ）

   (あ)     (い)   (う)  
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  区  域    地  区          建築物の容積率の最高限度        

                （省       略）                

 Ａ  地  区 10分の39   

 

Ｃ  地  区 

１ 10分の30    

２ 前号の規定にかかわらず、建築物の１階部分のうち次 

あに掲げる用途（以下この項において「誘導用途」という 

あ。）に供する部分の床面積の合計の１階部分の床面積全 

あ体に対する割合が２分の１以上である建築物に対する同 

 号の規定の適用については、同号中「10分の30」とある 

あのは、「10分の32」とする。  

 (1) 学校、図書館その他これらに類するもの      

 (2) 老人ホーム、保育所、福祉ホームその他これらに類 

  するもの（入院、入所又は入居する者が使用する居室 

  を有するものを除く。）              

 (3) 診療所 

 (4) 事務所 

 (5) 店舗、飲食店その他これらに類するもの 

 (6) 老人福祉センター、児童厚生施設その他これらに類 

  するもの    

 (7) 劇場、映画館、演芸場又は観覧場    

 (8) 美術品又は工芸品を製作するためのアトリエ又は工 

  房 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

藤が丘駅前地

区地区整備計

画区域    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ｄ １ 地  区 

Ｄ ２ 地  区 

 

 

 

１ 10分の30 

２ 前号の規定にかかわらず、次の(1)から(4)までに掲げる 

１区分に該当する建築物に対する同号の規定の適用につい 

あては、同号中「10分の30」とあるのは、「次号(1)から(4)  

あまでに掲げる区分に応じ、それぞれ同号(1)から(4)までに 

あ定める数値（同号(1)から(4)までに掲げる区分の２以上に 

あ該当する建築物にあっては、当該該当する区分に応じて 

あそれぞれに定める数値を合計した数値）に10分の30を加 

あえたもの」とする。        

 (1) 建築物の１階部分のうち誘導用途に供する部分の床 

  面積の合計の１階部分の床面積全体の合計に対する割 

  合が２分の１以上であるもの 10分の２ a  

 (2) 建築物の地盤面からの高さが３メートル以下の部分 

  における外壁又はこれに代わる柱の面を道路境界線よ 

  り１メートル以上後退し、かつ、道路に接して幅員１ 
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別 表 第 ４  建 築 物 の 容 積 率 の 最 低 限 度 （ 第 ６ 条 の ２ ） 

 
  メートル以上の道路と一体的に利用できる公開された  

  空地を整備するもの 10分の１       

 (3) 建築物の敷地面積が500平方メートル以上であるも 

  の 10分の１  

 (4) 建築物の緑化率を100分の7.5以上で整備するもの  

  10分の１    

  

 Ｄ ３ 地  区 

１ 10分の25 

２ 前号の規定にかかわらず、次の(1)から(4)までに掲げる 

１区分に該当する建築物に対する同号の規定の適用につい 

 ては、同号中「10分の25」とあるのは、「次号(1)から(4) 

あまでに掲げる区分に応じ、それぞれ同号(1)から(4)までに 

あ定める数値（同号(1)から(4)までに掲げる区分の２以上に 

あ該当する建築物にあっては、当該該当する区分に応じて 

あそれぞれに定める数値を合計した数値）に10分の25を加 

あえたもの」とする。  

 (1) 建築物の１階部分のうち誘導用途に供する部分の床 

  面積の合計の１階部分の床面積全体に対する割合が２ 

  分の１以上であるもの 10分の２  

 (2) 建築物の地盤面からの高さが３メートル以下の部分 

  における外壁又はこれに代わる柱の面を道路境界線よ 

  り１メートル以上後退し、かつ、道路に接して幅員１ 

  メートル以上の道路と一体的に利用できる公開された  

  空地を整備するもの 10分の１       

 (3) 建築物の敷地面積が500平方メートル以上であるも 

  の 10分の１  

 (4) 建築物の緑化率を100分の15以上で整備するもの 1 

  0分の１     

   (あ)       (い)          (う)             (え)       

  区  域   a 地  区   建築物の容積率の最低限度 a適用の除外  

                （省       略）                

 

１ 病院の用途に供する部 

１分の容積率の最低限度は 

１、10分の18とする。   

２ 次に掲げる用途に供す 

 次のいずれかに該当する 

建築物       

１ 公衆便所、巡査派出所 

 その他これらに類する公 
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別 表 第 ５  建 築 物 の 建 蔽 率 の 最 高 限 度 （ 第 ７ 条 ） 

藤が丘駅前地 

区地区整備計 

画区域 

 

 

 

 

 

Ａ  地  区 

１る部分を合計した床面積 

あに相当する建築物の部分 

あの容積率の最低限度は、 

１100分の５とする。    

 (1) 学校、図書館その他 

１１これらに類するもの  

 (2) 郵便法（昭和22年法 

１１律第165号）の規定によ 

  り行う郵便の業務及び 

  簡易郵便局法（昭和24 

  年法律第213号）第２  

  条に規定する郵便窓口 

  業務を行うための施設 

111(3) 事務所    

 (4) 店舗、飲食店その他 

１１これらに類するもの  

 (5) 展示場又は集会場  

 益上必要なもの     

２ 都市公園法第２条第１ 

 項に規定する都市公園に 

 建築するもの      

Ｃ  地  区 10分の10  

 公衆便所、巡査派出所そ 

の他これらに類する公益上 

必要な建築物     

Ｄ １ 地  区 

Ｄ ２ 地  区 

Ｄ ３ 地  区 

10分の10  

 次のいずれかに該当する 

建築物   

１ 公衆便所、巡査派出所 

 その他これらに類する公 

 益上必要なもの     

２ 敷地面積が500平方メ  

 ートル未満のもの   

   (あ)       (い)                 a(う)             

  区  域   a 地  区           建築物の建蔽率の最高限度        

                （省       略）                

 Ｃ  地  区 

10分の６（法第53条第３項第１号又は第２号のいずれかに 

該当するものにあっては10分の７、同項第１号及び第２号 

に該当するもの又は同条第６項第１号に該当するものにあ 

っては10分の８）   
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別 表 第 ６  建 築 物 の 敷 地 面 積 の 最 低 限 度 （ 第 ８ 条 ） 

       
      （ 備 考 省 略 ） 

別 表 第 ７  壁 面 の 位 置 の 制 限 （ 第 ９ 条 ） 

   (あ)       (い)          (う)             (え)      

 a区  域    a地  区   壁面の位置の制限  適用の除外   

                （省       略）                

藤が丘駅前地 

区地区整備計 

画区域 

 
 
 
 
 
 

Ｄ １ 地  区 

Ｄ ２ 地  区 

10分の８（法第53条第３項第１号又は第２号のいずれかに 

該当するものにあっては10分の９、同項第１号及び第２号 

に該当するもの又は同条第６項第１号に該当するものにあ 

っては10分の10）  

Ｄ ３ 地  区 

10分の６（法第53条第３項第１号又は第２号のいずれかに 

該当するものにあっては10分の７、同項第１号及び第２号 

に該当するもの又は同条第６項第１号に該当するものにあ 

っては10分の８）  

   (あ)       (い)          (う)             (え)      

  区  域    a地  区   
建築物の敷地面積の最低限 

度        
適用の除外   

                （省       略）                

藤が丘駅前地 

区地区整備計 

画区域 

Ａ  地  区 5,000平方メートル  

 次のいずれかに該当する 

土地  

１ 公衆便所、巡査派出所 

 その他これらに類する公 

 益上必要な建築物の敷地 

 として使用するもの   

２ 都市公園法第２条第１ 

１項に規定する都市公園に 

１建築する建築物の敷地と 

１して使用するもの    

Ｃ  地  区 3,000平方メートル  

 公衆便所、巡査派出所そ 

の他これらに類する公益上 

必要な建築物の敷地として 

使用する土地 
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藤が丘駅前地 

区地区整備計 

画区域    

Ａ  地  区  建築物の外壁又はこれに 

代わる柱の面は、計画図に 

示す壁面の位置の制限を超 

えて建築してはならない。 

 公衆便所、巡査派出所そ 

の他これらに類する公益上 

必要な建築物又は建築物の 

部分  

Ｃ  地  区 

Ｄ ２ 地  区 

Ｄ ３ 地  区 

  a  ―     

 
   （ 備 考 省 略 ） 

別 表 第 ８  建 築 物 の 高 さ の 最 高 限 度 （ 第 10 条 ） 

   (あ)       (い)            (う)                  (え)         

 区  域    地  区  a建築物の高さの最高限度       適用の除外      

                （省       略）                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

藤が丘駅前地 

区地区整備計 

画区域    

Ａ  地  区 

１ 60メートル   

２ 建築物の各部分から真 

aa北方向にある横浜国際港 

aa都建設計画藤が丘駅前地 

aa区地区計画の区域の境界a 

 線の北側が第一種低層住  

 居専用地域である場合に 

aaあっては、当該建築物の 

 各部分から当該境界線ま 

aaでの真北方向の水平距離 

aaに0.6を乗じて得たもの  

aaに５メートルを加えた数 

 値  

３ 建築物の各部分から真 

aa北方向にある横浜国際港 

aa都建設計画藤が丘駅前地 

aa区地区計画の区域の境界 

 a線の北側が第一種住居地 

aa域又は準住居地域である 

aa場合にあっては、当該建 

aa築物の各部分から当該境 

a 界線までの真北方向の水 

aa平距離に0.6を乗じて得 a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  a  ―     
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（ 備 考 省 略 ）

別 表 第 ９ 建 築 物 の 建 築 面 積 の 最 低 限 度 （ 第 10 条 の ２ ）

別 表 第 12 建 築 物 の 緑 化 率 の 最 低 限 度 （ 第 19 条 ）

aaたものに7.5メートルを  

aa加えた数値 

Ｃ  地  区 

１ 31メートル 

２ 建築物の各部分から真 

aa北方向にある横浜国際港 

aa都建設計画藤が丘駅前地 

aa区地区計画の区域の境界 

 線の北側が準住居地域で 

aaある場合にあっては、当 

aa該建築物の各部分から当 

aa該境界線までの真北方向 

aaの水平距離に0.6を乗じ  

aaて得たものに7.5メート  

aaルを加えた数値   

   (あ)   (い)   (う)  (え) 

  区 域 a地 区 
建築物の建築面積の最低限 

度  
適用の除外 

 （省   略） 

藤が丘駅前地 

区地区整備計 

画区域  

Ｃ  地  区 1,000平方メートル

 公衆便所、巡査派出所そ 

の他これらに類する公益上 

必要な建築物  

Ｄ １ 地  区 

Ｄ ２ 地  区 

Ｄ ３ 地  区 

200平方メートル 

 次のいずれかに該当する 

建築物  

１ 公衆便所、巡査派出所 

その他これらに類する公 

 益上必要なもの  

２ 敷地面積が500平方メ 

ートル未満のもの 

 (あ)  (い)  (う)   (え)

 区 域 a地  区    建築物の緑化率の最低限度 適用の除外 
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（ 備 考 省 略 ）

別 表 第 13 建 築 物 等 の 形 態 意 匠 の 制 限 （ 第 24 条 ・ 第 30 条 ）

 （省   略） 

藤が丘駅前地 

区地区整備計 

画区域  

Ａ  地  区 100分の20 

Ｃ  地  区 100分の7.5 

Ｄ １ 地  区 

Ｄ ２ 地  区 

１別表第３藤が丘駅前地区 

 Aa  Ｄ１ 
地区整備計画区域の項   

Aq  Ｄ２ 

地区 
  の部(う)欄第２号(4)に該 
地区  

当する建築物は、100分の7 

.5  

Ｄ ３ 地  区 

１別表第３藤が丘駅前地区 

地区整備計画区域の項Ｄ３ 

地区の部(う)欄第２号(4)に該 

当する建築物は、100分の1 

5   

   (あ)   (い) (う)   (え)

a区 域  a 地 区 
第24条に基づく制限となら 

ないもの  
 a適用の除外 

 （省   略） 

Ａ  地  区 

１ 建築物の屋上に設置す 

る建築設備等（太陽光発 

電設備及び太陽熱利用設 

備を除く。）は、建築物 

と調和した遮蔽物で囲む 

など乱雑な外観とならな 

いものとする。  

２ 駐車場又は駐輪場は、 

１建築物と調和した遮蔽物 

１又は植栽で囲むなど乱雑 

１な外観とならないものと 

１する。  

１ 建築物の屋根及び外壁 
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Ｂ  地  区 

 等は、周辺の環境と調和 

 し、落ち着きのある雰囲  

 気のデザイン、色彩、素  

 材のものとする。     

２ 路線バスの停留所の上 

 屋は、屋根を曲線形状と 

 するなど柔らかな印象と 

あし、横浜国際港都建設計 

あ画藤が丘駅前地区地区計 

あ画の地区整備計画のＡ地 

あ区（以下この項において 

あ「Ａ地区」という。）及 

あびＣ地区と一体的な景観 

 の形成に配慮したものと 

１する。       

藤が丘駅前地 

区地区整備計 

画区域    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 建築物等は、駅周辺の 

１街並みや景観に調和する 

１よう配慮したものとする 

１。     

２ 建築物は、中層部と低 

 層部に分節したデザイン 

 とするなど、周辺への圧 

 迫感の軽減及びＡ地区と 

１一体的な景観の形成に配 

１慮したものとする。   

３ 建築物の低層部の壁面 

 の部分は、Ａ地区、横浜 

あ国際港都建設計画藤が丘 

あ駅前地区地区計画の地区 

１整備計画のＢ地区（以下 

あこの項において「Ｂ地区 

あ」という。）及び地区内 

あの緑と調和した色相とし 

あ、温かみを感じさせる色 

あ彩や素材を採用したもの 

あとする。    

４ 建築物の低層部のひさ 

あし等は、曲線形状とする 

  a  ―     
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   （ 備 考 省 略 ） 

 

 

Ｃ  地  区 

 

あなど柔らかな印象とし、 

あＡ地区及びＢ地区と一体 

あ的な景観の形成に配慮し 

あたものとする。  

５ 建築物の中層部は、Ａ 

あ地区と意匠や色彩を調和 

あさせるなど、Ａ地区と一 

あ体的な景観の形成に配慮 

あしたものとする。 

６ 計画図に示す広場３及 

１び歩道状緑化空地に面す 

１る建築物の低層部のうち 

あ、生活利便施設等を導入 

あすることによりにぎわい 

あを創出する部分は、ガラ 

１ス等の透過性のある素材 

１を用いるなど、建築物内 

１部の活動やにぎわいが感 

１じられるものとする。  

７ 建築物の屋上に設置す 

 る建築設備等（太陽光発 

 電設備及び太陽熱利用設 

 備を除く。）は、建築物 

 と調和した遮蔽物で囲む 

 など乱雑な外観とならな 

 いものとする。     

８ 駐車場又は駐輪場は、 

１建築物と調和した遮蔽物 

１や植栽で囲むなど乱雑な 

１外観とならないものとす 

１る。       
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